
公立大学法人大分県立看護科学大学公益通報者の保護に関する規程 
 

 平成３０年７月１日 
 規程第 １１７ 号 

  
（目的） 
第１条 この規程は、公益通報者保護法（平成１６年法律第１２２号。以下「法」という。）

に基づき、公立大学法人大分県立看護科学大学（以下「法人」という。）における公益通

報について、適正な処理の仕組みを定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、

不正行為等の早期発見と是正を図り、もって、本学におけるコンプライアンス（法令遵守）

体制の強化に資することを目的とする。 
 
（通報対象の範囲） 
第２条 法人においては、法第２条第３項に規定する通報対象事実が生じ、又はまさに生じ

ようとしている場合における通報を受け付ける。ただし、法人の所掌に属する内容ではな

い通報、内容が著しく不分明である通報、内容が虚偽であることが明らかな通報及びこれ

らに類する通報については、この限りではない。 
 
（通報者の範囲） 
第３条 法人においては、法人に勤務する者（職種、勤務形態、雇用契約の有無に係わらず、

法人において業務に従事する者。以下「職員等」という。）からの通報又は相談（以下「通

報等」という。）を受け付ける。ただし、通報者が法に基づく通報ではないという意思を

有している場合、不正の目的を有している場合及びこれらに類する場合については、この

限りではない。 
２ 前項に規定する職員等以外の者（以下「外部者」という。）からの通報についても、法

令遵守を図るために必要と認められる場合においては、この規程に定める手続に準じて、

処理するものとする。 
 
（委員会） 
第４条 通報等の受付から調査、是正措置の実施及び再発防止策の策定までを適切に行う

ため、法人にコンプライアンス専門委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 
２ 委員会の組織及び運営に関し、必要な事項は別に定める。 
 
（窓口） 
第５条 職員等及び外部者からの通報等に応じる窓口を事務局総務グループに設置する。 
 
（通報等の方法） 
第６条 通報等の方法は、書面（郵送、ＦＡＸ、電子メール等を含む）によるものとする。

なお、面談、電話等による通報等を求めてきた場合は、書面で提出するよう依頼するもの



とする。 
２ 委員会は、通報等窓口及び通報等に関する方法その他必要な事項を文書及び法人ホー

ムページなどにより職員等及び外部者に周知する。 
 
（通報等の内容の検討） 
第７条 第５条に定める窓口において、通報等を受けた場合には、速やかに理事長、内部統

制担当役員、監事及び委員会に報告するものとする。 
２ 委員会は、前項の報告を受けた場合には、速やかに当該通報等について調査の要否を検

討するものとする。 
 
（調査） 
第８条 通報等が行われた事項に関する事実関係の調査は、委員会又は委員会が必要と認

めて設置した調査チームが行うものとする。 
２ 調査の実施に当たっては、通報者又は相談者（以下「通報者等」という。）が特定され

ないよう調査の方法に十分に配慮し、調査によって知り得た情報は、他に漏らすことのな

いよう秘密保持の徹底に努めなければならない。 
 
（協力義務） 
第９条 各部署及び役職員（公立大学法人大分県立看護科学大学定款第２章（役員等）第１

節（役員）に規定する役員及び公立大学法人大分県立看護科学大学就業規則（平成１８年

規程第２３号）（以下「就業規則」という。）第２条第１項（同条第２項第３号の者を含む。）

に定める者、公立大学法人大分県立看護科学大学期限付雇用職員就業規則（平成１８年規

程第２４号）（以下「期限付雇用職員就業規則」という。）第２条に定める者及び公立大学

法人大分県立看護科学大学非常勤講師就業規則（平成１８年規程第２５号）（以下「非常

勤講師就業規則」という。）第２条に定める者）は、通報等の内容に関する事実関係の調

査に際して委員会又は調査チームから協力を求められた場合には、当該調査に協力しな

ければならない。 
 
（是正措置） 
第１０条 第８条第１項に基づいて調査チームを設置した場合において、調査チームは、調

査結果を直ちに委員会に報告しなければならない。 
２ 委員会は、第８条第１項に基づいて行った調査の結果により明らかになった事実関係

に基づき、すみやかに是正措置及び再発防止措置等について決定し、理事長、内部統制担

当役員、監事に報告しなければならない。 
３ 理事長は前項の報告を受けた時は、理事会、経営審議会及び教育研究審議会の意見を聞

き、必要な措置を講ずるものとする。 
４ 理事長は、必要に応じて関係機関に対し、当該調査及び是正措置等に関する報告を行う

ものとする。 
 



（処分） 
第１１条 調査の結果、不正行為が明らかになった場合には、理事長は当該行為に関与した

役職員に対し、地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号。）、就業規則、若しくは

は期限付雇用職員就業規則若しくは非常勤講師就業規則（以下「就業規則等」という。）

に従い処分するものとする。 
 
（利益相反関係の排除） 
第１２条 委員会は、被通報者（その者が不正を行い又は行おうとしているとして通報され

た者をいう。）を当該被通報者に係る通報等の事案処理に関与させてはならない。 
 
（通報者等の保護） 
第１３条 役職員は、通報者等が通報等をしたことを理由として、当該通報者等に対して解

雇その他いかなる不利益な取扱いも行ってはならない。 
２ 理事長は、通報者等が通報等をしたことを理由として、通報者等の職場環境が悪化する

ことのないように、適切に措置しなければならない。 
３ 理事長は、通報者等に対して不利益な取扱いや嫌がらせ等を行った役職員には、就業規

則等に従い処分を課すことができる。 
 
（個人情報の保護） 
第１４条 法人及び通報等処理に従事する役職員は、正当な理由なく、通報等の内容及び調

査で得られた個人情報を開示してはならない。 
 
（通知） 
第１５条 委員会は、第７条第１項による報告を受けた場合には、速やかに通報者等に対し

て通報等を受領したことを通知しなければならない。 
２ 委員会は、第７条第２項による当該通報等に関する調査の実施の有無を当該通報者等

に通知しなければならない。この場合において、調査を実施しないときは、その理由を併

せて通知するものとする。 
３ 委員会は、通報者等に対して、調査結果及び是正措置について、被通報者のプライバシ

ーに配慮し、適正な方法で遅滞なく通知する。 
４ 通報者等が匿名により通報等を行った場合には、前３項の通知は行わないものとする。 
 
（不正な通知等） 
第１６条 通報者等は、虚偽の通報等や、他人を誹謗中傷する通報等その他の不正な目的の

通報等（以下「不正な通報等」という。）を行ってはならない。 
２ 理事長は、不正な通報等を行った役職員には、就業規則等に従い処分を課すことができ

る。 
 
（通報等を受けた者の責務） 



第１７条 通報等を受けた役職員は、この規程に準じて誠実にかつ、秘密保持に留意して対

応するように努めなければならない。 
 
（事後対策・フォローアップ）  
第１８条 委員会は、通報等の処理が終了した後、法令違反等が再発していないか、又は是

正措置及び再発防止策が十分に機能しているかを確認しなければならない。 
２ 委員会は前項の結果により、必要に応じて、通報等の処理の仕組みを改善し、新たな是

正措置及び再発防止策を学長に具申することができる。 
３ 委員会は通報者等に対し、通報等をしたことを理由とする不利益な取扱いや嫌がらせ

が行われていないかを確認する等の通報者等の保護に係る事後対策を行うものとする。 
 
（雑則） 
第１９条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。 
  
附 則 
 この規則は、平成３０年７月１日から施行する。 


